
人事行政の運営等の状況について

　徳島県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成２

１年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第１号）第４条の規定に基づき，平成２２年度

における徳島県後期高齢者医療広域連合の人事行政の運営等の状況について，次のとお

り公表します。

　　平成２３年９月５日

　　　　　　　　　　　　　　　徳島県後期高齢者医療広域連合長　原　　秀　樹

１　職員の任免及び職員数に関する状況

　　広域連合の職員は，地方自治法第２５２条の１７の規定に基づく県内関係市町村か

　らの派遣職員で構成されており，職員は派遣元市町村と広域連合との身分を併せて有

　しています。　　

　⑴　職員の任免

（単位：人）

任命 解任

８ ８

　⑵　職員数

各年４月１日現在　　　　　　　　　　　　　 （単位：人）

区分 平成２１年度 平成２２年度
対前年
増減数

職員数 １９ １９ ０

２　職員の給与の状況

　  職員の人件費は，派遣元市町村の規定に基づき，派遣元市町村が職員本人に支給し，

　広域連合が派遣元市町村に対してその支給額相当分を交付金として支出しています。

３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
　⑴　勤務時間

平成２２年４月１日現在

開始時刻 終了時刻 休憩時間
１週間の
勤務時間

午前８時３０分 午後５時 午後０時１５分～午後１時 ３８時間４５分

　⑵　休暇・休業制度
　　　職員の休暇・休業は，年次有給休暇，病気休暇，特別休暇，介護休暇，育児休業
　　等があります。
　　　特別休暇とは，特定の事由に基づいて認められるもので，選挙権の行使，結婚，
　　出産等に伴う休暇等です。



４　職員の分限及び懲戒処分の状況
　　職員の分限及び懲戒処分は，派遣元市町村の規定に基づき，派遣元市町村が行いま
　す。
　　該当はありません。

５　職員の服務の状況
　　営利企業等の従事制限に関する規則第２条に基づく許可については，該当はありま
　せん。

６　職員の研修及び勤務成績の評定の状況
　⑴　職員の研修
　　　職務の遂行に必要な知識，技能等の習得及び全体の奉仕者としてふさわしい職員
　　の養成に努めるために，人権研修を実施し，徳島県自治研修センタ－等が主催する
　　研修については，受講の機会を与えています。

　⑵　勤務成績の評定
　　　勤務成績の評定は行っておりません。

７　職員の福祉及び利益の保護の状況
　⑴  職員の健康管理
　　　職員の定期健康診断は，広域連合が行い，派遣元市町村が保健事業の一環として
　　提供する人間ドック等については，受診の機会を与えています。共済組合，互助会
　　及び派遣元市町村独自の福利厚生については，その規定を適用します。

　⑵　公務災害補償
      該当はありません。

　⑶　勤務条件に関する措置要求
      該当はありません。

　⑷　不利益処分に関する不服申立
      該当はありません。
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